
No. 旧実施要領（R6年度まで） 新しい実施要領（R7年度から） 備考 

       

 －  ４．２．５ 災害対応を事

由とする有効期間の延長 

新申請期間に災害対応を実施した場合は、認定の有
効期間を延長する申請を行うことができる。 

 
(1)申請可能な条件 

申請開始日の 2 か月前から申請締切日までの

期間に以下規定の災害対応等に従事している

こと。 

＜規定＞ 

・ 国・県・市町村等の行政機関との災害時

の協定に基づく業務を契約または履行 

 

(2)申請書類の提出 

申請者は、災害対応を事由とする有効期間の延長

を申請する場合は、以下の申請書類を作成し、提出

する。 

一 認定期間の延長に関する申立書 

二 当該業務の契約や履行が確認できる公的な

書類（申立書の別紙に記載すること） 

（例：契約書・施工計画書・完成通知書 など

工事開始日や終了日の日付が記載されている

もの） 

 

(3)延長期間 

原則として１年とする。 

新規追加 

 ４．２．５ 認定の無効  ４．２．６ 認定の無効   

 ８．付則 この実施要領は、平成２４年４月 １日から施行する。 
この実施要領は、平成２６年２月２１日から施行する。 
この実施要領は、平成３０年３月２０日から施行する。 
この実施要領は、令和 ２年３月１２日から施行する。 

８．付則 この実施要領は、平成２４年４月 １日から施行する。 
この実施要領は、平成２６年２月２１日から施行する。 
この実施要領は、平成３０年３月２０日から施行する。 
この実施要領は、令和 ２年３月１２日から施行する。 
この実施要領は、令和 ７年８月●●日から施行する。 

改訂年月
の更新 
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